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補助金を活用して導入した介護テクノロジー等の
財産処分手続の手順



• 介護テクノロジー等の財産処分手続が必要な場合

• 財産処分手続の手順

• 記入要領



介護テクノロジー等の財産処分手続が必要な場合

⚫ 機器毎の期間は、以下の告示を参照すること。その他判断に迷う場合は、別途厚生労

働省老健局高齢者支援課生産性向上推進室へ照会すること。

・補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(◆平成20年

07月11日厚生労働省告示第384号)

財産処分手続が必要な場合とは

⚫ 補助金で取得した、価格が単価３０万円以上の介護テクノロジー等を、厚生労働大臣が

定める期間内に、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け担

保に供し、又は取り壊すこと等を行う場合

【処分制限期間の例】
・介護ソフト ：５年
・介護ロボット：５年

機器毎の処分制限期間について
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財産処分手続の手順

1. 事業所から都道府県あて、財産処分手続が必要な旨連絡

2. 都道府県において、別紙様式１又は別紙様式２ （※）を作成のうえ、厚生労働省老健局

高齢者支援課生産性向上推進室へ送付

3. 厚生労働省において、別紙様式１または別紙様式２を精査のうえ、承認手続を実施

4. 厚生労働省から都道府県あて、承認通知を送付

5. 都道府県において、国庫納付を含む財産処分手続を実施

6. 手続の完了後、都道府県から厚生労働省あて、別紙様式３（※）を送付

（※）各様式については以下に掲載された通知を参照。
介護保険最新情報vol.1417（「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」
の一部改正について

※１.～６.の手順で約２～３ヶ月を想定

https://www.mhlw.go.jp/content/001556632.pdf
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（参考）別紙様式１の記入要領

「介護保険事業費補助金」に修正ください

財産処分するテクノロジー名に修正ください

該当項目が承認基準の第４の１以外の場合
は、該当する項目を記入してください

記入不要です



（参考）別紙様式２の記入要領

「介護保険事業費補助金」に修正ください

財産処分するテクノロジー名に修正ください

記入不要です



（参考）別紙様式３の記入要領

財産処分するテクノロジー名に修正ください
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